
クイックチェックインサービスご利用のお客さまへ

・下記内容をよくご確認いただき、ご同意いただけましたら欄外の『クイックチェックインサービスに同意する

（営業所での説明不要）』にチェックを入れてご予約を確定ください。

・お客さまのご予約に基づき「貸渡契約書」を作成します。内容に変更や相違がないかご確認ください。

① 貸渡契約について

■JR東日本レンタリースでは、提携しているレンタカー会社の車両をお貸しする場合があります。

その場合の貸渡契約につきましては、お客さまと車両を提供する提携レンタカー会社との間で締結され、

保険・補償につきましても提携レンタカー会社の内容によるものとします。

■運転免許証情報ならびに緊急連絡先（電話番号）を控えさせていただきます。

■運転される方全員の運転免許証を確認し、契約書にご署名をいただきます。

運転者として契約書に署名のない方は運転いただけません。

■お支払いは、原則クレジットカードでお願いします。現金、交通系電子マネー、商品券等でお支払いの

お客さまについては、運転免許証のほか、下記の書類のうちいずれか1点を確認させていただきます。

（後払契約法人のお客さまを除く。）

≪確認書類≫

有効なお手持ちのクレジットカード、資格確認書、年金手帳、マイナンバーカード（通知カード不可）、

住民基本台帳カード（氏名、生年月日、住所の記載があるもの）、パスポート、在留カード、

特別永住者証明書、社員証/学生証(顔写真付き）、２ヶ月以内に発行された「公共料金（電気、ガス、

固定電話、水道、NHK）領収書、社会保険料領収書、国税・地方税領収書、納税証明書、印鑑証明、住民票」

※マイナ免許証のみを保有する場合は、マイナンバーカード以外の書類をご提示いただきます。

② 保険・保障制度について

補償内容 ※【重要項目】補償されない主な内容

対人補償 1名につき無制限（自賠責を含む） ■事故時に警察への届出および営業所への連絡がなかった場合

（無断示談含む）

■事故が相手方の責任によるもの

■貸渡契約書に記載された以外、申出がなかったお客さまの運転

による事故

■無断延長中の事故

■無免許運転、飲酒運転、薬物使用中の運転による事故

■無謀運転（故意による事故など）

■お客さまの所有、使用、管理する財物に与えた損害

■タイヤの損傷（パンク、バースト、亀裂等）およびホイール

破損時のタイヤ代、ホイール代、修理交換費、車両移送費

■ホイールキャップ、その他付属品の損傷・紛失

■鍵の破損・紛失

■地震や噴火またはこれらによる津波によって生じた損害

■その他故意によって生じた損害など

■通常の清掃・整備では落ちない汚損・臭いがあった場合

（禁煙車両での喫煙を含む）

■給油時の燃料種別の間違いにより生じた損害

■鍵をつけたまま又は施錠せずに駐車し盗難にあった場合

■河川敷や林間など車両が損傷すると思われる場所での走行

による損害

■お客さまの使用、管理上の落ち度があった場合 など

※事故等で車両が全損の場合で自走不能な場合、貸渡契約が

打ち切りとなりますのでご了承ください。

※上記内容に該当した場合、免責補償制度、安心プラン、

フルサポート安心プランのいずれのプランも適用になりません。

対物補償※ 1事故につき無制限（※免責額5万円）

人身傷害補償

1名につき3,000万円まで
搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺障
害を含む）につき、運転者の過失割合に関わら
ず、損害額を補償いたします。
（限度額3,000万：治療費を含む損害額は保険
約款に定める基準に従い算出）

車両補償※ 1事故につき車両時価額まで（※免責額5万円）

24時間（または1日あたり）1,100円（税込）

加入時 免責額の支払いが免除となります

未加入時 免責額の支払いがお客さまのご負担となります

※別途加入が必要です。

この制度に加入されますと、上記の対物補償、車両補償の

免責額のお支払いが免除となります。

ご予約時または出発時当日にお申し込みください。

「補償されない主な内容」に該当する場合は適用に

なりません。

また、同一貸渡しにおいて複数事故が発生した場合、

初回事故のみ適用となります。
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【免責補償制度】



◆ ノンオペレーションチャージ（Ｎ.Ｏ.Ｃ.）

自走して予定営業所に返車された場合 ２０,０００円

自走できず予定営業所に返車されなかった場合 ５０,０００円

■万が一、事故・盗難・故障・汚損・臭気等などにより車両の修理・清掃が必要になった場合、その期間中の

  営業補償の一部として、損傷等の程度や修理期間に関わりなくノンオペレーションチャージ（ＮＯＣ）を

  ご負担いただきます。

※消費税（地方消費税含む）はかかりません。

※自動車保険や免責補償制度にご加入いただいている場合でもご負担いただきます。

※別途レッカー代等の車両移送費はご負担いただきます。

安心プラン（免責補償制度＋ＮＯＣサポート）

■本プランに加入されますと、上記ノンオペレーションチャージ（ＮＯＣ）のお支払いが免除されます。

免責補償制度にご加入いただくことが条件となります。ご予約時または出発時にお申込みください。

※「補償されない主な内容」に該当する場合は適用になりません。

フルサポート安心プラン（免責補償制度＋ＮＯＣサポート＋フルサポート）

■本プランに加入されますと、万が一のトラブル時でもお客さまのご負担が原則免除となります。

ご予約時または出発時にお申込みください。（ただしお客さまの事由によらない場合に限ります）

＝補償内容＝

・免責補償制度とＮＯＣサポートでは補償されない部分のご負担を免除

【タイヤの損傷(パンク、バースト、亀裂等)およびホイール破損時のタイヤ代、ホイール代、修理交換費、

車両移送費、ホイールキャップの破損・紛失・鍵の破損・紛失】

・ロードサービス出動時の全費用を免除。ただし、ガス欠の際のガソリン料金は除きます。

２４時間（または１日あたり）
２,２００円

（免責補償制度1,100円＋NOCサポート550円＋フルサポート550円）

２４時間（または１日あたり）
１,６５０円

（免責補償制度1,100円＋NOCサポート550円）

（北海道エリア）安心サポートコース

※本プランにご加入いただき、ロードサービスを出動した場合には、現地で必ず自動車貸渡証を係員にご提示ください。

※スペアタイヤが積載されていない場合は、お客さまにてタイヤ代を一時的にご負担いただく場合がございます。

ご返却の際に返金させていただきますが、領収書を必ずお受け取りください。

※一部営業所ではフルサポート安心プランにご加入いただくことができません。

２４時間（または１日あたり）
１,９８０円

（免責補償制度1,100円＋NOCサポート550円＋安心サポート330円）

※安心サポートコースは北海道エリア限定です。お申込みはご出発時に営業所係員にお伝えください。

※本プランにご加入いただいた場合、出発営業所にてＪＡＦ会員証をお貸出しいたします。

ロードサービスを出動した場合には、必ず現地でＪＡＦ会員証をご提示ください。

※会員証の紛失があった場合は、再発行手数料として２,０００円（税込）をお支払いいただきます。



③ ご利用に際して

■返車時間・場所を変更される場合には、必ず出発営業所へ事前にご連絡ください。(変更できない場合があります)

■営業所周辺の道路が混み合う可能性もありますので、返却予定時刻より余裕をもってご返却ください。

返車時間の変更

延長の場合
超過料金を別途申し受けます。無断延長の場合には、所定の違約金を別途お支払いいた
だきます。
その間の事故は保険が適用になりませんのでご注意ください。

短縮の場合
払戻金がある場合は所定の中途解約手数料を減じた金額を払い戻しいたします。
なお、当初契約した利用時間と実際の利用時間の差が２４時間未満の場合、払い戻しは
ございません。あらかじめご了承ください。

返車場所の変更 返車場所によって、乗捨料金が発生する場合や変更により高くなる場合は差額を申し受けます。

ガソリン

貸出時は燃料を満タンでお貸しいたしますので、返却時は営業所周辺のガソリンスタンドにて満タンに
給油のうえご返却ください。レシートにて満タン給油を確認させていただきますので、給油時のレシート
をお持ちください。
なお、満タンでのご返却ではない場合、走行キロ数に応じて営業所にて精算となります。
営業所精算の場合、ガソリンスタンドで給油いただくより高額となりますのでご注意ください。

④ 事故・故障発生時について

事故時の対応 故障の場合

以下の手順で落ち着いて対応してください

①負傷者の救護（１１９番へ）
★負傷者がいる場合は救護を最優先してください

②事故車両を安全な場所へ移動
★二重事故防止のため、車両を安全な場所へ移動し、
停止表示板・発炎筒などで安全確保を行ってください

③警察への通報（１１０番と届出）
★事故や損傷の大小に関わらず、必ず最寄の警察に届出を
してください

※必ず警察の事故証明を取得してください、取得できない場合の
損害はお客さまのご負担となります。

④相手方の確認
★出発時にお渡しする案内書面（事故情報メモ）に記入して
ください

⑤事故状況と目撃者の確認
★お互いの速度、停止位置、信号の状況等確認し、記録して
ください

★目撃者がいたら氏名や連絡先を聞き、メモをしてください

⑥出発営業所への連絡（営業時間外は翌営業時間内に）
★（事故情報メモ）をもとにご出発営業所へご連絡ください

※事故を起こされた場合、貸渡契約はその時点で終了となります
未利用料金は、返金できない場合があります

その場では決して示談をはじめ責任関係にふれるような発言
および念書等の交付はしないようお願いします

必ず出発営業所へご連絡ください
（電話番号および営業時間は「貸渡契
約書」に記載しております）

 営業所でご案内しているロードサー
ビスをご利用ください

（お客さまのご負担となります）

■ロードサービスのご案内■

【東日本エリア】
ＪＲＳ ０１２０－５５－３８８２

※IP電話の場合 050-3786-5355（有料）

（２４時間 年中無休）

【北海道エリア】
ＪＡＦ ０５７０－００－８１３９

（２４時間 年中無休）

※お客さまがご加入（もしくはロード
サービス付きクレジットカードを所
持）のロードサービスがございました
ら、そちらをご利用ください

※貸渡期間中はお客さまの責任で運行
前点検を行ってください。

営業時間内の場合

営業時間外の場合



⑤ その他注意事項について

■駐車違反について

借受期間中に違法駐車をした場合は、管轄する警察署へ出頭の上、速やかに反則金納付のお手続きを

お願いします。手続き処理後の納付書・領収書はレンタカー返却時にご提示願います。

レンタカー返却時までに反則金支払完了の確認が出来ない場合は駐車違反金をご請求いたします。

駐車違反金 ※違反1件につき
25,000円（普通クラス）
※中型クラスの場合 30,000円

■貸渡車両の管理については、貸渡前に十分点検を行っておりますが、貸渡期間中の日常点検整備、保管場所の

確保を含む車両の管理者はお客さまとなります。毎日ご利用する前に日常点検整備の実施をお願いいたします。

※お客さまの使用・管理上の落ち度があり発生した事故・故障等による損害はお客さまのご負担となります。

■ETCご利用の場合は、お客さまのカードをお持ちください。仙台営業所のみ有料で貸出を行っております。

■お客さまの搭載品について損害が発生した場合は、当社は一切責任を負わないものとします。

■ご返却の際に、車内にお忘れ物がないよう十分にご留意ください（当社は一切責任を負わないものとします）。

■貸出車両を国外への持ち出しはもちろん、各種テストもしくは競技に使用することは固くお断りいたします。

■カーナビゲーションはあくまでも走行の補助的機器であり、すべての内容を保証するものではありません。

必ず実際の交通規則、工事制限、交通制限等に従ってください。

■お客さま（借受人およびお申し出いただいた運転者）が次の事項に該当する場合、レンタカーの貸渡をお断り

することがあります。

・運転免許証を有していないとき

・酒気帯びや麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき

・過去の貸渡において事故歴や無断延長等の事実があり、当社が不適切を認めた場合

・他のレンタカー事業者において貸渡約款第２３条に該当する行為があった場合

■遺留品につきましては、必要なきものとみなし処分させていただきますのでくれぐれもご注意ください。

■レンタカーに全地球測位システム（以下「ＧＰＳ機能」という）が搭載されている場合があり、当社所定の

システムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で

利用することに同意するものとします。

⑴ 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

⑵ 貸渡約款第26条第1項に該当する場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる

場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

⑶ 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティ

ング分析に利用するため。また、法令に基づき開示を求められた場合や公的機関から開示請求・開示命令を

受けた場合に、必要な範囲でこれを開示することがあることに同意するものとします。

■ドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が

当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

⑴ 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

⑵ レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を

確認するため。

⑶ 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティ

ング分析に利用するため。また、ドライブレコーダーによって記録された情報について、法令に基づき開示

を求められた場合や公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な範囲でこれを開示することが

あることに同意するものとします。
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